
 

「神奈川県国民健康保険運営方針」の改定について 

 

１ 改定の概要 

(1) 改定の趣旨 

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の２により定めた神奈川県国民健康

保険運営方針（平成29年９月策定。以下「国保運営方針」という。）の対象期間（平

成30年４月１日から令和３年３月31日）の満了を踏まえ、国保運営方針に基づく取組

の状況を把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結果に基づいて必要な見直し

を行い、新たな方針の策定を行う。 

 

(2) 方針の性格 

新制度において、都道府県は国保事業の財政運営の責任主体となるが、県と市町村

が共通認識の下で財政運営を行うとともに、各市町村が行う事業の広域化や効率化を

推進できるよう、県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定めるものである。 

 

(3) 対象期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間とする。 

 

(4) 改定の考え方とポイント 

 ・ 平成30年度改革が現在概ね順調に実施されていることを踏まえ、引き続き財政運営

の安定化を図りつつ、更なる事業の広域化や効率化の推進を図る。 

・ 制度改正後の事業進捗状況を踏まえ、市町村と協議を行うとともに、法82条の２第

６項に基づき意見を求めた上で、被保険者代表、有識者、関係団体等からなる国民健

康保険運営協議会からの意見を踏まえ、改定作業を進める。 

・ 令和２年度中に国から示される「都道府県国民健康保険運営方針策定要領（令和２

年改訂）」（以下、「国ガイドライン」という。）や県の策定する「神奈川県医療費

適正化計画」、「神奈川県地域医療構想」、「神奈川健康プラン21」等関連する県計

画との調和を図りながら、改定を行う。  

 

２ 改定骨子案 

(1) 本方針の主な内容 

 ア 国保医療費及び財政の見通し 

各種データの見直し及び更新を行うにあたり項目を整理するとともに、市町村の

意見及び国ガイドライン等を踏まえ記載を見直す。 

イ 標準的な保険料(税)の算定方法等について 

   各種データの見直し及び更新を行うにあたり項目を整理するとともに、市町村の

意見及び国ガイドライン等を踏まえ記載を見直す。 

ウ 保険料(税)の徴収の適正な実施について 

  保険料（税）の収納率目標の達成状況や市町村の意見、国ガイドライン等を踏ま

え記載を見直す。 

エ 保険給付の適正な実施について 

診療報酬明細書（レセプト）点検による不正請求への対応や過誤調整、療養費の

資料４ 



支給適正化、第三者求償事務など保険給付の適正な実施の現状や市町村の意見、国

ガイドライン等を踏まえ記載を見直す。 

オ 医療費適正化に関する取組 

    特定健診・特定保健指導、重複頻回受診指導、糖尿病性腎症重症化予防や後発医

薬品の普及促進など、医療費適正化に関する取組の進捗状況や市町村の意見、国ガ

イドライン等を踏まえ記載を見直す。   

カ 国保事務の広域的及び効率的な運営の推進 

更なる広域化及び効率化を図るため、事務処理の標準化や共同事業について市町

村の意見及び国ガイドライン等を踏まえ記載を見直す。 

キ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

市町村の意見及び国ガイドライン等を踏まえ記載を見直す。 

ク 県・市町村・国保連間の連絡調整 

 

４ これまでの経緯及び今後の予定 

令和元年５月～２月 国保運営方針連携会議に位置付ける国保協議会において、 

市町村と協議。（９回開催） 

令和２年３月  国ガイドラインの提示 

３月～ 国保協議会における協議事項のとりまとめ 

７月   国保法に基づく市町村への意見照会 

  県議会定例会に骨子を報告 

７月～９月   県国保運営協議会にて素案を議論 

９月   県議会定例会に素案を報告 

９～11月   県国保運営協議会にて案を議論 

12月   県議会定例会に案を報告 

12月   県国保運営協議会へ諮問・答申 

12月末   国保運営方針の策定 

令和３年１月   令和３年度国保事業費納付金額を市町村に通知 


